
 

『適格請求書発行事業者登録 公表サイトにて申請受付始まる』 
 

 国税庁は、令和３年１０月１日（金）より適格請求書発行事業者の登録申請の受付をあらたに開設され

た公表サイトにより開始した。令和３年１０月中に登録申請書を提出し、登録簿へ登載された適格請求

書発行事業者については、令和３年１１月１日（月）に一括して公表サイトに掲載する。また、登録番号に

よる検索機能、データダウンロード機能及びＷｅｂ－ＡＰＩ機能※についても、令和３年１１月１日から利用

開始となる。当該サイトは、適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が開始される令和５年１０

月１日以後に取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録

番号」であるか、また、その番号が取引時点において有効なものか（適格請求

書発行事業者が登録の取消等を受けていないか）を確認するためのサイトと

なる。令和５年１０月１日以前においては、制度開始に向けて取引先の登録状

況の事前把握に活用できる。※Ｗｅｂ－ＡＰＩ機能は、利用者が保有するシステ

ムからインターネットを経由して、簡単なリクエストを送信することで、指定した

登録番号で抽出した情報、指定した期間で抽出した更新（差分）情報を取得

するための、システム間連携インターフェース（データ授受の方式）を提供す

るもの。 

 

 『年末調整がよくわかるページ 国税庁が開設』 

 
 国税庁はこのほど、年末調整の手順等を解説した動画や資料、各種申告書などの情報が入手・閲覧

できるページを開設した。「源泉徴収義務者（給与の支払者）の方へ」のページでは、動画や冊子などで

年末調整のしかた、源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の方法を説明。誤りやすい点を確認する年

末調整チェック表なども手に入れることができる。キャッシュレス納付の方法も、近日中に掲載される予

定。 「給与所得者（従業員）の方へ」のページでは、扶養控除等（異動）申告書、基礎控除申告書、配偶

者控除等申告、所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、住宅借

入金等特別控除申告書のそれぞれについて記載例と詳細な解説のほ

か、記載のポイントやケーススタディなどを掲載。申告書の書き方などが

分かる動画も追加される予定。リーフレットや各申告書の記載事項チェッ

ク表もここで見ることができる。 

 いずれのページでも「よくある質問」で、〇年末調整Ｑ＆Ａ 〇ひとり親控

除及び寡婦控除に関するＦＡＱ 〇所得金額調整控除に関するＦＡＱが

あるほか、チャットボットで相談できるようになる予定。また「年末調整手続

の電子化」のページは、パンフレットや年調ソフトの控除申告書データに

係る仕様書等を随時掲載、更新している。  
                             出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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